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「西東京市各老人クラブ」
　時 １０月１８日昭午前１０時～午後４時
　場 保谷こもれびホール
　対 市内在住の６０歳以上の方
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

 各種申請 

■住民基本台帳カードの交付
　市内に現に住所がある方で、希望
するすべての方の申請に基づき、住
民基本台帳カード（以下、住基カー
ド）を発行します。１５歳未満の方の
申請は、法定代理人による申請が可
能です。親権の関係がわかる書類を
お持ちください。
　住基カードには、Ａタイプ（氏名
のみを記載）とＢタイプ（住所、氏
名、生年月日、性別、顔写真を記載）
の２種類があります。
※住基カードでは、住民票等自動交
付機を利用できません。印鑑登録等
による「西東京市民カード」とは異
なりますので、ご注意ください。
～住基カードでできること～
建写真付きのＢタイプは、公的な身
分証明書として利用できます。
建住民票の写しをほかの市区町村で
受け取れるサービスが利用できま
す。
建転入・転出手続きを簡略化するサ
ービスが利用できます。
～申請方法～
□受付場所　市民課
（田無庁舎２階、保谷庁舎１階）
□受付時間　午前９時～１１時３０分
　　　　　　午後１時～４時３０分
□申請できる方　本人のみ
□手続きに必要なもの
①本人確認書類
建即日交付
　運転免許証、パスポートその他官
公署が発行した顔写真の貼付してあ
る免許証、許可証、資格証明書等
建照会交付
　顔写真の貼付してある証明書等を
お持ちでない方は、照会書をご自宅
に郵送する方法で本人確認をさせて
いただきますので、健康保険証等を
お持ちください。
②印鑑
③写真（Ｂタイプのみ）
※写真は市民課にて無料で撮影でき
ます。写真を持参する場合は、申請
６か月以内に撮影した無帽、正面、
無背景、縦４．５cm×横３．５cmの写真
をお持ちください。写真の裏側には
氏名の明記をお願いします。
④手数料　１件５００円
～その他～
建住基カードの有効期限は、発行日
から１０年です。
建市から転出する等の理由で住所を
有しなくなった場合や住基コードを
変更した場合には、住基カードは自
動的に廃止となります。カードは市
に返納してください。
建住基カードの紛失・焼失・カード
不良等の場合は再交付申請ができま
す。カードを紛失・焼失し、市に返
納ができない場合は、警察署に紛失
届けを出したことを証明する書類等
が必要です。なお、再交付の手数料
は５００円です。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）

を送ります。
　医療機関等へ受診される際は、健
康保険証と「医療受給者証」を必ず
提示してください。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

 高齢福祉 

■家族介護慰労金
　介護保険において、要介護４・５
と認定され、過去１年間に介護保険
サービスを受けていない在宅の高齢
者を介護している家族の身体的・精
神的・経済的負担を軽減し、在宅生
活の継続と向上のために、家族介護
慰労金を支給します。
　対 下記に揚げる要件を全て満たして
いる６５歳以上の高齢者を介護し、過
去１年以上、市民税非課税世帯に属
する介護者
興申請日の月の前月末日を基準にして

□支給額　年額１０万円
□申請受付期間　
１０月１日捷～１２日晶
※介護保険被保険者証・印鑑・金融
機関口座のわかるもの（郵便局を除
く）を持参してください。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

■第７回西東京市高齢者福祉大会
　

　今年も高齢者福祉大会を開催しま
す。ぜひご参加ください。
第１部・公演
「明治大学マンドリン倶楽部」
第２部・演芸

■国民健康保険加入者向け温
泉センター割引利用券を配布
　リフレッシュや、ご家族お友達
と、親睦にご利用ください。
　なお、両施設とも月曜日（祝日の
場合は翌日）は休館日となります。
　対 国民健康保険に加入している方
興利用期間　平成２０年３月３１日まで
※年末年始の休館日については、直
接施設にご確認ください。
興利用施設
①檜原温泉センター「数馬の湯」　
（札０４２－５９８－６７８９）
□営業時間等　午前１０時～午後１０時
（１２月～３月は午後７時まで）
※受付は２時間前まで
□割引料金（３時間）
碓大 ８００円→４００円、碓小 ４００円→２００円
②奥多摩温泉「もえぎの湯」
（札０４２８－８２－７７７０）
□営業時間等　午前９時３０分～午後
９時３０分（１２月～２月は午後７時ま
で）※受付は１時間前まで
□割引料金（２時間）
碓大 ７００円→４００円、碓小 ４００円→２００円
興入湯税　両施設とも別途入湯税
（１２歳以上１人につき５０円）が必要
興割引利用券の配布　健康年金課
（田無庁舎２階）、市民課保谷庁舎
総合窓口係（保谷庁舎１階）、出張所
　問 東京都国民健康保険団体連合会
（札０３－６２３８－０１５０）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■新たに老人保健法による医療
受給対象者（７５歳）となる方へ
　平成１９年１０月１日以降、満７５歳に
なる方は、誕生月の翌月（誕生日が
初日の方はその月）から老人保健法
による医療受給対象者となります。
いままでお持ちの「高齢受給者証」
から「医療受給者証」に変わります。
　国民健康保険に加入されている方
は、誕生月の月末（誕生日が初日の
方は前月の月末）までに「医療受給
者証」を送ります。
　国民健康保険以外の方は、誕生月
の中ごろ（誕生日が初日の方は前月
の中ごろ）までに申請書を送ります
ので、必ず申請してください。申請
後、「医療受給者証」を月末までに送
ります。
　平成１９年１０月１日で満７５歳になる
方は９月末日までに「医療受給者証」

 税・保険 

■家屋調査（新築・増改築分）に
ご協力を
　平成１９年中に新築・増改築された
家屋は、平成２０年度から固定資産税
と都市計画税の課税対象となりま
す。
　市では、対象となる家屋の評価額
を算定するため、地方税法の規定に
基づき、資産税課職員（固定資産評
価補助員）が伺い、家屋調査を実施
しています。調査の対象となる家屋
は事前に書面にてお知らせします。
　また、資産税課職員が市内全域の
家屋の状況調査を行っていますの
で、家屋を取り壊したときは、連絡
をしてください。
　なお、職員は必ず身分証明証を携
帯しています。ご不審の際には、市
役所資産税課までお問い合せを。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■国民年金第３号被保険者の
届出先にご注意を
　厚生年金保険や共済組合に加入し
ている方（第２号被保険者）に扶養
されている２０歳以上６０歳未満の配偶
者は「国民年金第３号被保険者」と
なります。
　婚姻等により、国民年金第３号被
保険者となるときは、第２号被保険
者が勤務する事業所（事業主）を経
由して、国民年金第３号被保険者届
を社会保険事務所に提出してくださ
い。
　また、国民年金第３号被保険者の
方の住所変更等の手続きも第２号被
保険者の勤務する事業所（事業主）
を経由して行うことになります。
　なお、住所変更等を届け忘れる
と、今後社会保険庁から送付される
年金加入記録や年金見込額等のお知
らせが届かない場合もありますの
で、ご注意ください。
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）
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■１０月の車座集会（タウン
ミーティング）のご案内
　市民の皆さんのご提案やご意
見を、市長が直接お聞きする車
座集会を開催しています。
　当日、直接会場へお越しくだ
さい。なお、車での来場はご遠
慮ください。

◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０３）

ところとき

保谷公民館
第２会議室

１０月２０日松
午後２時から
最大２時間

ひばりが丘
公民館
集会室

１１月１８日掌
午後２時から
最大２時間

①要介護４・５と認定されている高
齢者過

去
１
年
以
上

②市民税非課税世帯に属する高齢者

③介護保険サービスを利用してい
ない高齢者（年間７日間までのショ
ートステイ利用は除く）

④介護保険施設以外の病院等に９０
日以上の長期入院をしていない高
齢者

過
去
１
年
間

１０月は、市・都民税普通徴収
第３期の納期です。納税・納
付には、便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

■西東京市高齢者配食サービ
ス事業の対象者拡大
　市では、高齢者に安定した食事
を提供することを通じて、一人暮
らし高齢者、高齢者世帯の孤独感
の解消、健康の保持、安否の確認
等を行い、今後さらに良質なサー
ビスを提供するために、『提案書
に基づく選定方式』により、事業
者の選定を行いました。それによ
り１０月１日以降自己負担額は４５０
円から４００円に、対象者は６５歳以
上の一人暮らし高齢者や６５歳以上
の高齢者のみの世帯だけではな
く、日中６５歳以上の方のみで生活
している場合も対象になります。
　対 ６５歳以上の一人暮らし、６５歳以

上の高齢者のみの世帯（日中６５歳
以上の方のみで生活している場合
も含む）
　内 昼食を週６回（月～土曜日）、希
望する曜日に配食
　￥ 自己負担額　１食あたり４００円
　申 高齢者支援課（保谷保健福祉総
合センター１階・田無庁舎１階）・
地域包括支援センター
※サービスの提供は、訪問調査の
うえ決定します。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

昨年の高齢者福祉大会のようす


